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● 仏暦２５５２年・酒類及び酒税率を定める省令（第四版） 

 

 前文省略 

 

 第一項 

 仏暦二五四六年・酒類及び酒税率を定める省令の第二項一・一の内容を廃止し、以下の

内容に置き換える。 

 「一・一、ビール種 従価税 ６０％、従量税 純アルコール一㍑につき１００バーツ」 

 

 第二項 

 仏暦二五五〇年・酒類及び酒税率を定める省令（第三版）によって改定増補された仏暦

二五四六年・酒類及び酒税率を定める省令の第二項二・一及び二・二の内容を廃止し、以

下の内容に置き換える。 

 「二・一、ホワイトリカー種 従価税 ５０％、従量税 純アルコール一㍑につき１２

０バーツ。 

 二・二、ブレンド種 従価税 ５０％、従量税 純アルコール一㍑につき３００バーツ。」 

 

 第三項 

 仏暦二五五〇年・酒類及び酒税率を定める省令（第三版）によって改定増補された仏暦

二五四六年・酒類及び酒税率を定める省令の第二項二・四（一）の内容を廃止し、以下の

内容に置き換える。 

 「二・四、特別酒類（一）ブランデー 従価税 ４８％、従量税 純アルコール一㍑に

つき４００バーツ。」 

 

 第四項 

 本省令は官報公示日の翌日より施行する。［官報公示日は〇九年五月六日］ 


